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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両周辺の所定障害物を検知する障害物検知手段と、
　前記障害物検知手段により前記所定障害物が検知される場合に、運転者によるアクセル
操作により自車両に発生させるべき駆動力を、前記所定障害物が検知されない場合に比べ
て抑制する駆動力抑制手段と、
　自車両の速度を検出する自車速検出手段と、
　前記アクセル操作の有無を検出するアクセル操作有無検出手段と、
　前記自車速検出手段により検出される前記速度が所定値以下であり、かつ、前記アクセ
ル操作有無検出手段により前記アクセル操作が行われていないと検出される状態が所定時
間以上継続した場合に、運転者による解除操作が行われると、前記駆動力抑制手段による
前記駆動力の抑制を解除する解除手段と、
　前記駆動力抑制手段により前記駆動力が抑制されている場合、該駆動力が抑制されてい
る旨を運転者に視覚的又は聴覚的に通知する通知手段と、を備え、
　前記通知手段は、前記駆動力抑制手段により前記駆動力が抑制されている旨の警告表示
を運転者に向けて行う表示手段を含み、
　前記表示手段は、前記警告表示を開始した後、前記自車速検出手段により検出される前
記速度が前記所定値以下であり、かつ、前記アクセル操作有無検出手段により前記アクセ
ル操作が行われていないと検出される状態が前記所定時間以上継続した場合に、該警告表
示に代えて、前記解除操作に用いられる解除スイッチの表示を運転者に向けて行う
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　ことを特徴とする車両用支援制御装置。
【請求項２】
　前記駆動力抑制手段は、また、自車両から前記障害物検知手段により検知される前記所
定障害物までの距離が短いほど前記駆動力を抑制する抑制度合いを高めることを特徴とす
る請求項１記載の車両用支援制御装置。
【請求項３】
　自車両周辺の所定障害物を検知する障害物検知手段と、
　前記障害物検知手段により前記所定障害物が検知される場合に、運転者によるアクセル
操作により自車両に発生させるべき駆動力を、前記所定障害物が検知されない場合に比べ
て抑制する駆動力抑制手段と、
　前記アクセル操作の有無を検出するアクセル操作有無検出手段と、
　自車両の速度を検出する自車速検出手段と、
　前記アクセル操作有無検出手段により前記アクセル操作が行われていると検出されかつ
前記自車速検出手段により検出される前記速度が所定値以下であることが開始されたとき
から、該速度が該所定値を超えるときまで、自車両がスタックしていると判定するスタッ
ク状態判定手段と、
　前記スタック状態判定手段により自車両がスタックしていると判定される状態が所定時
間以上継続した場合に、運転者による解除操作が行われると、前記駆動力抑制手段による
前記駆動力の抑制を解除する解除手段と、
　前記駆動力抑制手段により前記駆動力が抑制されている場合、該駆動力が抑制されてい
る旨を運転者に視覚的又は聴覚的に通知する通知手段と、を備え、
　前記通知手段は、前記駆動力抑制手段により前記駆動力が抑制されている旨の警告表示
を運転者に向けて行う表示手段を含み、
　前記表示手段は、前記警告表示を開始した後、前記スタック状態判定手段により自車両
がスタックしていると判定される状態が前記所定時間以上継続した場合に、該警告表示に
代えて、前記解除操作に用いられる解除スイッチの表示を運転者に向けて行う
　ことを特徴とする車両用支援制御装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用支援制御装置に係り、特に、自車両周辺に所定障害物が存在する場合
に、アクセル操作により自車両に発生させるべき駆動力を、所定障害物が存在しない場合
に比べて抑制する車両用支援制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自車両周辺に存在する障害物に基づいて自車両の急速移動を禁止する車両用支援
制御装置が知られている（例えば、特許文献１及び２参照）。上記した特許文献１記載の
装置は、検出された障害物が自車両から所定距離内にある場合は、エンジン回転数を所定
以上上昇させないことにより自車両の駆動力を抑制して自車両の急速移動を禁止する。従
って、かかる装置によれば、自車両の急発進による障害物との衝突を緩和することができ
る。
【０００３】
　また、上記した特許文献２記載の装置は、検出された障害物が自車両から所定距離内に
ある場合は、アクセル操作によりアクセル開度の増大が検出された際の自車両の駆動力を
抑制して急速移動を禁止する一方、自車速がゼロであり、かつ、アクセル操作によるアク
セル開度が所定量以上である状態が所定時間以上経過した場合に、上記した急速移動の禁
止（すなわち駆動力の抑制）を解除する。従って、かかる装置によれば、自車両の急発進
による障害物との衝突を回避しつつ、例えば自車両が段差などの障害物を乗り越えるべき
ときなどに運転者の意思により通常どおりの大きなトルクを発生させることができる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－１２４４５３号公報
【特許文献２】特開２０１３－１３３７７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記した特許文献１記載の装置では、所定距離内に障害物が存在する場
合は常に駆動力が抑制されるので、例えば障害物を検出するセンサに雪や泥が付着してい
る場合などは、所定距離内に障害物が存在すると誤認識することで、アクセル操作によっ
て通常どおりの加速性能を確保することができなくなる。
【０００６】
　また、上記した特許文献２記載の装置では、自車両の駆動力が抑制された後でも、所定
条件が成立すればその駆動力抑制が解除されるので、運転者の意思により通常どおりの加
速性能を確保することは可能である。しかし、アクセル操作が所定時間以上継続されるこ
とが駆動力抑制の解除条件として定められているので、アクセル操作が所定時間以上継続
されなければ駆動力抑制を解除させることはできない。例えば、自車両が段差などの障害
物を乗り越えるべきときなどに運転者がアクセル操作を途中で止めれば駆動力抑制が解除
されなくなってしまう。
【０００７】
　本発明は、上述の点に鑑みてなされたものであり、自車両の駆動力抑制を実行すべきで
ない状況で確実にその駆動力抑制を解除させることが可能な車両用支援制御装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的は、自車両周辺の所定障害物を検知する障害物検知手段と、前記障害物検知
手段により前記所定障害物が検知される場合に、運転者によるアクセル操作により自車両
に発生させるべき駆動力を、前記所定障害物が検知されない場合に比べて抑制する駆動力
抑制手段と、自車両の速度を検出する自車速検出手段と、前記アクセル操作の有無を検出
するアクセル操作有無検出手段と、前記自車速検出手段により検出される前記速度が所定
値以下であり、かつ、前記アクセル操作有無検出手段により前記アクセル操作が行われて
いないと検出される状態が所定時間以上継続した場合に、運転者による解除操作が行われ
ると、前記駆動力抑制手段による前記駆動力の抑制を解除する解除手段と、前記駆動力抑
制手段により前記駆動力が抑制されている場合、該駆動力が抑制されている旨を運転者に
視覚的又は聴覚的に通知する通知手段と、を備え、前記通知手段は、前記駆動力抑制手段
により前記駆動力が抑制されている旨の警告表示を運転者に向けて行う表示手段を含み、
前記表示手段は、また、前記警告表示を開始した後、前記自車速検出手段により検出され
る前記速度が前記所定値以下であり、かつ、前記アクセル操作有無検出手段により前記ア
クセル操作が行われていないと検出される状態が前記所定時間以上継続した場合に、該警
告表示に代えて、前記解除操作に用いられる解除スイッチの表示を運転者に向けて行う車
両用支援制御装置により達成される。
 
【０００９】
　また、上記の目的は、自車両周辺の所定障害物を検知する障害物検知手段と、前記障害
物検知手段により前記所定障害物が検知される場合に、運転者によるアクセル操作により
自車両に発生させるべき駆動力を、前記所定障害物が検知されない場合に比べて抑制する
駆動力抑制手段と、前記アクセル操作の有無を検出するアクセル操作有無検出手段と、自
車両の速度を検出する自車速検出手段と、前記アクセル操作有無検出手段により前記アク
セル操作が行われていると検出されかつ前記自車速検出手段により検出される前記速度が
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所定値以下であることが開始されたときから、該速度が該所定値を超えるときまで、自車
両がスタックしていると判定するスタック状態判定手段と、前記スタック状態判定手段に
より自車両がスタックしていると判定される状態が所定時間以上継続した場合に、運転者
による解除操作が行われると、前記駆動力抑制手段による前記駆動力の抑制を解除する解
除手段と、前記駆動力抑制手段により前記駆動力が抑制されている場合、該駆動力が抑制
されている旨を運転者に視覚的又は聴覚的に通知する通知手段と、を備え、前記通知手段
は、前記駆動力抑制手段により前記駆動力が抑制されている旨の警告表示を運転者に向け
て行う表示手段を含み、前記表示手段は、前記警告表示を開始した後、前記スタック状態
判定手段により自車両がスタックしていると判定される状態が前記所定時間以上継続した
場合に、該警告表示に代えて、前記解除操作に用いられる解除スイッチの表示を運転者に
向けて行う車両用支援制御装置により達成される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、自車両の駆動力抑制を実行すべきでない状況で確実にその駆動力抑制
を解除させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１実施例である車両用支援制御装置の構成図である。
【図２】本実施例の車両用支援制御装置においてディスプレイに対する表示を制御するう
えで実行される制御ルーチンの一例のフローチャートである。
【図３】本実施例の車両用支援制御装置においてディスプレイに表示される一例の表示画
面を表した図である。
【図４】本発明の第２実施例である車両用支援制御装置においてディスプレイに対する表
示を制御するうえで実行される制御ルーチンの一例のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を用いて、本発明に係る車両用支援制御装置の具体的な実施の形態について
説明する。
【実施例１】
【００１３】
　図１は、本発明の第１実施例である車両用支援制御装置１０の構成図を示す。本実施例
の車両用支援制御装置１０は、車両に搭載されており、自車両が周辺の障害物と衝突する
のを回避させるための支援を実行する装置である。
【００１４】
　図１に示す如く、車両用支援制御装置１０は、マイクロコンピュータを主体に構成され
る電子制御ユニット（以下、ＥＣＵと称す。）１２を備えている。ＥＣＵ１２は、自車両
が周辺の障害物と衝突するのを回避させるための支援として、アクセル操作により自車両
に発生させるべき駆動力を抑制する（すなわち、加速を制限する）制御（以下、駆動力抑
制制御と称す。）を実行する。また、ＥＣＵ１２は、後述の如く、所定の解除条件が成立
した場合に、駆動力抑制制御の実行を停止して駆動力抑制を解除する処理を行う。
【００１５】
　ＥＣＵ１２には、自車両の運転者により操作され得る対象に配設されたドライバ操作ス
イッチ／センサ１４が接続されている。ドライバ操作スイッチ／センサ１４は、自車両を
加速させるために操作されるアクセルペダルの操作ストローク量又は操作力（或いは、ア
クセル開度）に応じた信号を出力するアクセル操作センサ、後述の如くタッチ操作可能に
画面表示されるポップアップスイッチ、上記した駆動力抑制制御の実行許可／停止を切り
替えるべく操作されるＯＮ／ＯＦＦスイッチなどである。
【００１６】
　ＥＣＵ１２には、ドライバ操作スイッチ／センサ１４から出力される操作情報が入力さ
れる。この操作情報は、少なくとも、アクセルペダルの操作ストローク量又は操作力を示
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す情報、運転者によりポップアップスイッチがオン操作されたか否かを示す情報、運転者
によりＯＮ／ＯＦＦスイッチがオン操作されているか否かを示す情報を含むものである。
ＥＣＵ１２は、これらの操作情報に基づいて、少なくとも、アクセルペダルの操作ストロ
ーク量若しくは操作力及びその操作有無を検出すると共に、ポップアップスイッチのオン
操作有無及びＯＮ／ＯＦＦスイッチのオン操作有無をそれぞれ検出する。
【００１７】
　ＥＣＵ１２には、また、自車両の状態に応じた信号を出力する車両状態センサ１６が接
続されている。車両状態センサ１６は、自車両の速度に応じた信号を出力する車速センサ
などである。ＥＣＵ１２には、車両状態センサ１６から出力される自車両の状態を示す情
報が入力される。この情報は、少なくとも、自車両の速度を示す情報を含むものである。
ＥＣＵ１２は、この自車両の状態を示す情報に基づいて、少なくとも、自車両の速度を検
出する。
【００１８】
　ＥＣＵ１２には、また、自車両の周辺環境に応じた信号を出力する周辺環境センサ１８
が接続されている。周辺環境センサ１８は、自車両周辺に存在する障害物に応じた信号を
出力するクリアランスソナーやレーダセンサなどである。ＥＣＵ１２には、周辺環境セン
サ１８から出力される自車両の周辺環境を示す情報が入力される。この情報は、少なくと
も、自車両周辺に障害物が存在する場合におけるその障害物までの距離を示す情報を含む
ものである。ＥＣＵ１２は、自車両の周辺環境を示す情報に基づいて、少なくとも、自車
両周辺の自車両から近距離に存在する障害物を検知し又は自車両周辺の障害物までの距離
を検出する。
【００１９】
　尚、上記の周辺環境センサ１８は、車体に複数設けられ、自車両の複数箇所それぞれに
おける障害物までの距離を示す情報を出力するものであって、ＥＣＵ１２は、自車両の各
箇所における近距離に存在する障害物を検知し又は自車両の各箇所における障害物までの
距離を検出するものであってもよい。
【００２０】
　ＥＣＵ１２には、また、自車両に駆動力を発生させるためのアクチュエータ２０が接続
されている。ＥＣＵ１２は、アクセルペダルの操作ストローク量若しくは操作力に基づい
て自車両に要求される駆動トルクを算出し、かかる駆動トルクを出力するためにエンジン
の燃料噴射量や吸入空気量，点火時期或いはモータの回転量が調整されるようにアクチュ
エータ２０に対して駆動要求を行う。アクチュエータ２０は、ＥＣＵ１２からの駆動要求
に従ってエンジンの燃料噴射量や吸入空気量，点火時期或いはモータの回転量を調整する
。この場合、車両では、要求された駆動トルクが発生する。
【００２１】
　ＥＣＵ１２は、また、自車両周辺の近距離（例えば、自車両から２ｍや５ｍなどの範囲
内）に障害物が存在する場合、運転者によるアクセル操作により自車両に発生させるべき
駆動力を通常時（すなわち、上記した自車両周辺の近距離に障害物が存在しない場合）に
比べて抑制する駆動力抑制制御を実行する。尚、この駆動力抑制制御は、自車両周辺の自
車両から近距離に存在する障害物までの距離が短いほど、上記の駆動力を抑制する抑制度
合いを高めるものであってもよい。
【００２２】
　ＥＣＵ１２は、上記の駆動力抑制制御として、具体的には、アクセルペダルの操作スト
ローク量若しくは操作力に基づいて算出する駆動トルクを通常時に比べて小さく設定し、
かかる抑制された駆動トルクを出力させるための駆動要求をアクチュエータ２０に対して
行う。この場合、アクチュエータ２０は、ＥＣＵ１２からの駆動トルクが抑制された駆動
要求に従って駆動されるので、車両では、通常時よりも抑制された駆動トルクが発生する
。
【００２３】
　尚、この駆動力抑制制御は、アクセルペダルの操作量や操作力に対する駆動力をその操
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作量や操作力の全範囲に亘って一律に抑制するものであってもよいし、また、アクセルペ
ダルの操作量や操作力に関係なく駆動力の上限を一定値まで下げるものであってもよい。
また、上記の駆動力抑制制御の対象となる障害物は、自車両からの距離が所定距離（例え
ば、２ｍや５ｍなど）以下である障害物に限定されるが、自車両の進行方向に存在する障
害物に限定されるものであってもよい。
【００２４】
　ＥＣＵ１２は、更に、上記の如く駆動力抑制制御が開始された後、その駆動力抑制制御
の対象であった障害物が存在しなくなった場合、及び、後述の如き所定の解除条件が成立
した場合に、駆動力抑制制御の実行を停止して駆動力抑制を解除する。駆動力抑制制御の
実行が停止されて駆動力抑制が解除されると、以後、アクセル操作に対して通常どおりア
クチュエータ２０が駆動されるので、通常どおりの駆動トルクが発生する。
【００２５】
　ＥＣＵ１２には、更に、運転者に所定の通知を行うための通知装置２２が接続されてい
る。ＥＣＵ１２は、上記した駆動力抑制制御を実行する又は実行しているときに、駆動力
抑制制御により自車両の駆動力が抑制されている旨やその駆動力抑制を運転者操作により
解除できる旨を運転者に視覚的に又は聴覚的に知らせるべく通知装置２２に対して作動要
求を行う。通知装置２２は、車室内に向けてブザー吹鳴を行う警報器や、インストルメン
トパネルなどに配設された警報表示などを行うディスプレイやナビゲーションディスプレ
イなどである。
【００２６】
　通知装置２２は、ＥＣＵ１２からの作動要求に従って、警報器を用いたブザー吹鳴を行
い又はディスプレイを用いて警報表示を行う。通知装置２２でかかるブザー吹鳴や警報表
示が行われると、運転者は、駆動力抑制制御が実行されている旨を視覚的又は聴覚的に知
ることができる。また、通知装置２２は、ＥＣＵ１２からの作動要求に従って、ディスプ
レイに運転者によりタッチ操作可能に上記のポップアップスイッチを表示させる。通知装
置２２のディスプレイにかかるポップアップスイッチが表示されると、運転者は、そのデ
ィスプレイ上のポップアップスイッチをタッチ操作することが可能となり、手動により駆
動力抑制制御の実行を停止させることが可能となる。
【００２７】
　次に、図２及び図３を参照して、本実施例の車両用支援制御装置１０における駆動力抑
制制御の解除動作について説明する。図２は、本実施例の車両用支援制御装置１０におい
てＥＣＵ１２が通知装置２２のディスプレイに対する表示を制御するうえで実行する制御
ルーチンの一例のフローチャートを示す。また、図３は、本実施例の車両用支援制御装置
１０において通知装置２２のディスプレイに表示される一例の表示画面を表した図を示す
。尚、図３（Ａ）には駆動力抑制制御の実行中、アクセル操作が行われた際に表示される
表示画面を、また、図３（Ｂ）には駆動力抑制制御の実行中にポップアップスイッチを表
示した表示画面を、それぞれ示す。
【００２８】
　本実施例の車両用支援制御装置１０において、ＥＣＵ１２は、所定時間ごとに図２に示
すルーチンを実行し、入力処理及び出力処理を繰り返し行う。ＥＣＵ１２は、図２に示す
ルーチンの実行を開始すると、まず、入力された操作情報に基づいて、運転者によりアク
セルペダルがオン操作されていないすなわちアクセルペダルがオフ状態に維持されている
か否かを判別する（ステップ１００）。
【００２９】
　その結果、アクセルペダルがオン操作されていないと判別した場合は、次に、アクセル
ペダルのオフ状態が継続する時間を示すカウンタ（以下、アクセルＯＦＦ継続時間カウン
タと称す。）のカウント値を前回値からインクリメントする処理を実行する（ステップ１
０２）。一方、アクセルペダルがオン操作されていると判別した場合は、次に、上記のア
クセルＯＦＦ継続時間カウンタのカウント値をゼロにリセットする処理を実行する（ステ
ップ１０４）。
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【００３０】
　ＥＣＵ１２は、上記ステップ１０２の処理を実行した場合及び上記ステップ１０４の処
理を実行した場合、次に、駆動力抑制制御を実行するうえで成立すべき許可条件が成立す
るか否かを判別する（ステップ１０６）。尚、この許可条件は、操作情報に基づいてＯＮ
／ＯＦＦスイッチがオン操作されていることが検出され、かつ、周辺環境情報に基づいて
検出される自車両周辺の障害物までの距離（検知距離）Ｌが予め定められた所定距離（例
えば、２ｍや５ｍなど）Ｌ０以下であり、更にはそれらの検知結果が安定しているなどの
、予め定められた駆動力抑制制御の実行許可条件である。
【００３１】
　かかる許可条件が成立しない場合は、ＥＣＵ１２からアクチュエータ２０に対して通常
の駆動指令が行われることで、アクセル操作に従って通常どおりの駆動力が発生される。
一方、上記の許可条件が成立する場合は、ＥＣＵ１２からアクチュエータ２０に対して駆
動力を抑制した駆動指令が行われることで、アクセル操作による駆動力が通常時のものよ
りも抑制されて発生される。車両の駆動力が抑制されれば、運転者によるアクセル操作に
対して車両の加速が制限されるので、自車両が自車両から近距離に存在する障害物に衝突
するのを抑制することが可能となる。
【００３２】
　ＥＣＵ１２は、上記の許可条件が成立すると判別した場合は、次に、周辺環境情報に基
づいて検出された自車両周辺の障害物までの距離（検知距離）Ｌが所定距離Ｌ１以下であ
ること、操作情報に基づいてアクセルペダルがオン操作されていることが検出されること
、及び駆動力抑制制御が現にアクチュエータ２０を用いて実行されていることのすべてが
成立するか否かを判別する（ステップ１０８）。
【００３３】
　尚、上記の所定距離Ｌ１は、周辺環境センサ１８を用いて検出される障害物がその周辺
環境センサ１８のレンズ表面などに付着した付着物である可能性があると判断できる距離
の最大値に設定されていればよく、駆動力抑制制御の実行／不実行の境界値である所定距
離（例えば、２ｍや５ｍ）Ｌ０以下の、例えば３０ｃｍや５０ｃｍなどの値に予め設定さ
れている。
【００３４】
　その結果、自車両から障害物までの検知距離Ｌが所定距離Ｌ１以下であり、アクセルペ
ダルのオン操作が検出され、かつ駆動力抑制制御が現に実行されていると判別した場合は
、次に、駆動力抑制制御が実行されている旨すなわちアクセル操作に対して自車両の駆動
力が抑制されている旨が表示されるように、通知装置２２のディスプレイに対する作動要
求をオンする（ステップ１１０）。
【００３５】
　尚、上記ステップ１１０における作動要求は、上記ステップ１０８において肯定判定が
なされた場合は、近距離の障害物として付着物が検知されている可能性がある状況で自車
両において駆動力を抑制する駆動力抑制制御の実行中に運転者が自車両を加速させようと
していると判断できるので、運転者に自車両周辺の障害物を確認させ或いは周辺環境セン
サ１８のセンサ表面などを確認させるべく駆動力抑制制御が実行されている旨を知らせる
ためのものである。すなわち、近距離の障害物が付着物である可能性がほとんどない状況
、駆動力抑制制御が現に実行されていない状況、又は運転者がアクセル操作により自車両
を加速させようとしていない状況では、運転者に自車両周辺の障害物を確認させ或いは周
辺環境センサ１８のセンサ表面などを確認させる必要性が乏しく、上記の作動要求はなさ
れない。
【００３６】
　ＥＣＵ１２は、上記ステップ１１０において通知装置２２のディスプレイに対する駆動
力抑制制御実行中の旨の表示の作動要求をオンした場合、及び、上記ステップ１０８にお
いて検知距離Ｌが所定距離Ｌ１を超えており、アクセルペダルのオン操作が検出されず、
若しくは駆動力抑制制御が現には実行されてないと判別した場合は、次に、以下に示す判
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別を行う（ステップ１１２）。
【００３７】
　具体的には、上記ステップ１０２でインクリメントされたアクセルＯＦＦ継続時間カウ
ンタのカウント値が予め定められた所定時間（例えば、５秒など）以上を示すこと、周辺
環境情報に基づいて検出された障害物までの検知距離Ｌが上記の所定距離Ｌ１以下である
こと、車両状態情報に基づいて検出された自車両の速度が停車に相当する所定値以下（具
体的には、略ゼロ）であること、及び上記ステップ１１０において通知装置２２のディス
プレイに対する駆動力抑制制御実行中の旨の表示の作動要求をオンしていることのすべて
が成立するか否かを判別する。このステップ１１２は、運転者に駆動力抑制制御の実行を
停止して駆動力抑制を解除させる解除操作を行わせることを許可するうえで成立すべき条
件の成立有無を判別するためのものである。
【００３８】
　その結果、アクセルＯＦＦ継続時間カウンタのカウント値が所定時間以上を示し、自車
両から障害物までの検知距離Ｌが所定距離Ｌ１以下であり、自車速が所定値以下であり、
かつ駆動力抑制制御の実行中の旨の表示の作動要求をオンしたと判別した場合は、次に、
駆動力抑制制御が実行されている旨の表示に代えて、駆動力抑制制御により現に実行され
ている駆動力抑制を運転者操作により解除できる旨及びその解除のためにタッチ操作され
るポップアップスイッチが表示されるように、通知装置２２のディスプレイに対する作動
要求をオンする（ステップ１１４）。このステップ１１４における作動要求は、運転者に
駆動力抑制を解除できることを知らせつつその解除のためのポップアップスイッチをタッ
チ操作させるためのものである。
【００３９】
　ＥＣＵ１２は、上記ステップ１０６において駆動力抑制制御についての許可条件が成立
しないと判別した場合は、次に、上記した駆動力抑制制御が実行されている旨の表示並び
に駆動力抑制を解除できる旨及びポップアップスイッチの表示がオフされるように、通知
装置２２のディスプレイに対する作動要求をオフする（ステップ１１６）。
【００４０】
　ＥＣＵ１２は、上記ステップ１１２でアクセルＯＦＦ継続時間カウンタのカウント値が
所定値未満を示し、自車両から障害物までの検知距離Ｌが所定距離Ｌ１を超えており、自
車速が所定値を超えており、若しくは駆動力抑制制御の実行中の旨の表示の作動要求をオ
ンしていないと判別した場合、上記ステップ１１４で通知装置２２のディスプレイに対す
る駆動力抑制制御の実行中の旨の表示をオフして駆動力抑制を解除可能とする表示をオン
とする作動要求をオンした場合、及び、上記ステップ１１６で通知装置２２のディスプレ
イに対する駆動力抑制制御の実行中の表示をオンとする作動要求及び駆動力抑制を解除可
能とする表示をオンとする作動要求を共にオフした場合、各ステップ１１２，１１４，１
１６での表示要求を調停処理したうえで（ステップ１１８）、通知装置２２のディスプレ
イに対する表示の出力処理を行う。
【００４１】
　上記図２に示すルーチンによれば、自車両から近距離に存在する障害物の検知に起因し
た駆動力抑制制御の実行中、その駆動力抑制制御の対象である障害物が付着物である可能
性がある状態でアクセル操作が行われた場合、通知装置２２のディスプレイに、障害物検
知に起因して駆動力抑制制御が実行されている旨を表示させることができる。例えば、図
３（Ａ）に示す如く、"障害物検知により加速できません。安全な場所に停車後、ソナー
を確認してください。"などの注意喚起表示や警告表示を行うことができる。
【００４２】
　かかる表示が行われれば、自車両の運転者は、通知装置２２のそのディスプレイ内容を
見ることで、自車両において障害物検知に起因して駆動力抑制制御が実行されている旨を
知ることができると共に、自車両周辺に駆動力抑制制御の対象となり得る障害物を視認す
ることができないときに自車両の停車及び周辺環境センサ１８の状態（例えば、泥や雪の
付着有無）の確認を促される。この点、本実施例によれば、付着物である可能性のある障
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害物に起因した駆動力抑制制御の実行中にアクセル操作が行われた場合、自車両の運転者
に、駆動力抑制制御の実行中はアクセル操作どおりに車両を加速させることができないこ
とを認識させることができると共に、周辺環境センサ１８への付着物有無の確認などのた
めの停車を促すことができる。
【００４３】
　また、上記図２に示すルーチンによれば、駆動力抑制制御が開始されかつ駆動力抑制制
御の実行中の旨の表示が開始された後、その駆動力抑制制御の実行中の旨の表示要求中に
、自車両から障害物までの検知距離Ｌが所定距離Ｌ１以下であるが、アクセルペダルのオ
フ状態が長時間に亘って継続しかつ自車速がほぼゼロである場合、通知装置２２のディス
プレイに、障害物検知に起因した駆動力抑制制御の実行中の旨の表示に代えて、駆動力抑
制を運転者操作により解除できる旨を表示させ、かつ、その解除のためのポップアップス
イッチをタッチ操作可能に表示させることができる。
【００４４】
　例えば、図３（Ｂ）に示す如く、"周囲の安全が確認できれば、駆動力抑制制御の実行
を停止できます。"などの注意喚起表示及び警告表示、並びに、"作動継続"及び"停止"な
どのタッチ操作可能なポップアップスイッチ２４，２６の表示を行うことができる。尚、
"作動継続"を示すポップアップスイッチ２４は、タッチ操作された場合に、駆動力抑制制
御の実行を継続させる一方で、駆動力抑制の解除の旨の表示及びポップアップスイッチ２
４，２６の表示を終了するものである。また、"停止"を示すポップアップスイッチ２６は
、タッチ操作された場合に、駆動力抑制制御の実行を解除させ、かつ、駆動力抑制の解除
の旨の表示及びポップアップスイッチ２４，２６の表示を終了するものである。また、ポ
ップアップスイッチ２６のタッチ操作による駆動力抑制制御の実行解除は、速度ゼロから
一定速度に達するまでの期間やそのタッチ操作から一定時間が経過するまでの期間などの
、一時的なものであってもよい。
【００４５】
　アクセルペダルのオフ状態が所定時間に亘って継続しかつ自車速がほぼゼロであること
が成立した場合は、運転者が障害物検知に起因して駆動力抑制制御が実行されている旨の
表示が行われた後にその表示を見て意図的に自車両を停車させたと推定することができる
。車両停車中は駆動力抑制制御を実行する必要性は乏しく、また、車両停車中に運転者が
周辺環境センサ１８の状態確認などを行った後にその運転者の意思で障害物検知に基づく
駆動力抑制を解除させることができれば便宜である。
【００４６】
　そして、駆動力抑制を運転者操作により解除できる旨の表示及びポップアップスイッチ
の表示が行われれば、自車両の運転者は、通知装置２２のそのディスプレイ内容を見るこ
とで、駆動力抑制制御による駆動力抑制を運転者操作により解除できる旨を知ることがで
きると共に、その解除を行うか否かを選択するポップアップスイッチのタッチ操作を行う
ことができる。このポップアップスイッチにより駆動力抑制の解除を指令するタッチ操作
が行われると、以後、その駆動力抑制制御の実行が停止されてアクセル操作に対する駆動
力の抑制が解除されるので、アクセル操作で通常どおりの大きなトルクを車両に発生させ
ることが可能となる。
【００４７】
　このように、本実施例によれば、付着物である可能性のある障害物に起因した駆動力抑
制制御の実行中に自車速がほぼゼロでありかつアクセルペダルのオフ状態が長時間に亘っ
て継続した場合、運転者の解除操作によってその駆動力抑制制御の実行を停止可能にして
駆動力抑制を解除可能にすることができる。すなわち、例えば、周辺環境センサ１８のレ
ンズ表面などに泥や雪などの付着物が付着したことやその周辺環境センサ１８の誤検知な
どに起因して駆動力抑制制御が開始された後、運転者が、アクセルペダルのオフ状態を長
時間に亘って継続させつつ自車両を停車させた後に、周辺環境センサ１８に付着した付着
物やその周辺環境センサ１８の誤検知などの故障などを確認して、ディスプレイに表示さ
れた解除のためのポップアップスイッチをタッチ操作することにより、その駆動力抑制制
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御の実行を停止させることができる。
【００４８】
　従って、本実施例によれば、周辺環境センサ１８に付着物が付着し或いは周辺環境セン
サ１８が障害物を誤検知したことなどにより実行開始された駆動力抑制制御をポップアッ
プスイッチへの運転者のタッチ操作により停止させることができる。この点、周辺環境セ
ンサ１８に付着物が付着しているときや周辺環境センサ１８が障害物を誤検知したときな
どの、自車両において駆動力抑制を実行すべきでない状況で、運転者の意思で確実にその
駆動力抑制を解除することができ、運転者のアクセル操作に対して自車両を通常どおり加
速させてその加速性能を確保することができる。
【００４９】
　尚、上記の第１実施例においては、自車両から近距離に存在する障害物（具体的には、
自車両からの距離Ｌが所定距離Ｌ０以下である障害物（より詳細には、自車両からの距離
Ｌが所定距離Ｌ１以下である障害物））が特許請求の範囲に記載した「所定障害物」に相
当している。また、ＥＣＵ１２が周辺環境センサ１８を用いて自車両からの距離Ｌが所定
距離Ｌ０以下である障害物（より詳細には、自車両からの距離Ｌが所定距離Ｌ１以下であ
る障害物）を検知することにより特許請求の範囲に記載した「障害物検知手段」が、ＥＣ
Ｕ１２が障害物検知時に運転者によるアクセル操作により自車両に発生させるべき駆動力
を障害物非検知時に比べて抑制することにより特許請求の範囲に記載した「駆動力抑制手
段」が、ＥＣＵ１２が車両状態センサ１６を用いて自車両の速度を検出することにより特
許請求の範囲に記載した「自車速検出手段」が、ＥＣＵ１２がドライバ操作スイッチ／セ
ンサ１４を用いてアクセルペダルの操作有無を検出することにより特許請求の範囲に記載
した「アクセル操作有無検出手段」が、それぞれ実現されている。
【００５０】
　また、ＥＣＵ１２が、駆動力抑制制御の実行中かつその旨の表示中、アクセルＯＦＦ継
続時間カウンタのカウント値が所定時間以上を示し、障害物までの検知距離Ｌが所定距離
Ｌ１以下であり、かつ自車速が所定値以下である場合に、通知装置２２のディスプレイに
対する駆動力抑制解除のためのポップアップスイッチをタッチ操作可能に表示させる作動
要求をオンすることにより特許請求の範囲に記載した「解除手段」が、通知装置２２のデ
ィスプレイが、障害物までの検知距離Ｌが所定距離Ｌ１以下であり、アクセルペダルのオ
ン操作が検出され、かつ駆動力抑制制御が現に実行されている場合に、ＥＣＵ１２からの
オン作動要求に従って駆動力抑制制御が実行されている旨を表示すると共に、また、駆動
力抑制制御の実行中、アクセルＯＦＦ継続時間カウンタのカウント値が所定時間以上を示
し、障害物までの検知距離Ｌが所定距離Ｌ１以下であり、かつ自車速が所定値以下である
場合に、ＥＣＵ１２からのオン作動要求に従って、駆動力抑制解除のためのポップアップ
スイッチをタッチ操作可能に表示することにより特許請求の範囲に記載した「通知手段」
及び「表示手段」が、それぞれ実現されている。
【実施例２】
【００５１】
　本発明の第２実施例である車両用支援制御装置１０は、ＥＣＵ１２に図２に示すルーチ
ンに代えて図４に示すルーチンを実行させることにより実現される。図４は、本実施例の
車両用支援制御装置１０においてＥＣＵ１２が通知装置２２のディスプレイに対する表示
を制御するうえで実行する制御ルーチンの一例のフローチャートを示す。
【００５２】
　本実施例の車両用支援制御装置１０において、ＥＣＵ１２は、所定時間ごとに図４に示
すルーチンを実行し、入力処理及び出力処理を繰り返し行う。ＥＣＵ１２は、図４に示す
ルーチンの実行を開始すると、まず、駆動力抑制制御が現にアクチュエータ２０を用いて
実行されていること、周辺環境情報に基づいて検出された自車両周辺の障害物までの検知
距離Ｌが所定距離Ｌ２以下であること、操作情報に基づいてアクセルペダルがオン操作さ
れていることが検出されること、及び車両状態情報に基づいて検出された自車両の速度が
停車に相当する所定値以下（具体的には、略ゼロ）であることのすべてが成立するか否か
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を判別する（ステップ２００）。
【００５３】
　尚、本実施例において、駆動力抑制制御は、自車両周辺の自車両から近距離に存在する
障害物までの距離に応じて、アクセル操作により自車両に発生させるべき駆動力を障害物
非検知時に比べて抑制する抑制度合いを異ならせるものであって、具体的には、上記の障
害物までの距離が短いほどその駆動力を障害物非検知時に比べて抑制する抑制度合いを高
めるものである。
【００５４】
　そして、上記の所定距離Ｌ２は、かかる駆動力抑制制御を実行していることを原因とし
て自車両が後述のスタック状態から抜け出せない可能性があると判断できる距離の最大値
に設定されていればよく、駆動力抑制制御の実行／不実行の境界値である所定距離（例え
ば、２ｍや５ｍ）Ｌ０以下の、駆動力抑制の抑制度合いの高低の境界値を示す例えば１ｍ
や１．５ｍなどの値に予め設定されている。
【００５５】
　上記のステップ２００は、障害物検知に基づく駆動力抑制制御の実行中、車両の進行方
向に大きな段差があるときや車両タイヤが道路に空いた穴に嵌っているときなど、車両に
発生する抑制された駆動力では駆動力不足により車両をその段差や穴から脱出させること
が困難である状況（以下、スタック状態と称す。）に自車両が陥っている可能性があるか
否かを判別するためのものである。
【００５６】
　その結果、駆動力抑制制御が現に実行され、自車両から障害物までの検知距離Ｌが所定
距離Ｌ２以下であり、アクセルペダルのオン操作が検出され、かつ自車速が所定値以下で
あると判別した場合は、次に、自車両がスタック状態にあるとの判定を行うのに用いられ
る上記ステップ２００における条件成立が継続する時間を示すカウンタ（以下、スタック
判定時間カウンタと称す。）のカウント値を前回値からインクリメントする処理を実行す
る（ステップ２０２）。一方、駆動力抑制制御が現には実行されておらず、自車両から障
害物までの検知距離Ｌが所定距離Ｌ２を超えており、アクセルペダルのオン操作が検出さ
れず、又は自車両が所定値を超えていると判別した場合は、次に、上記のスタック判定時
間カウンタのカウント値をゼロにリセットする処理を実行する（ステップ２０４）。
【００５７】
　ＥＣＵ１２は、上記ステップ２０２の処理を実行した場合及び上記ステップ２０４の処
理を実行した場合、次に、自車両がスタック状態にあること及び自車速が上記の所定値を
超えている（すなわち、ゼロではない）ことのすべてが成立するか否かを判別する（ステ
ップ２０６）。その結果、自車両がスタック状態にありかつ自車速が所定値を超えている
と判別した場合は、自車両の状態がスタック状態から非スタック状態に切り替わったと判
定する（ステップ２０８）。
【００５８】
　ＥＣＵ１２は、上記ステップ２０６において自車両が非スタック状態にあり又は自車速
が所定値以下であると判別した場合、及び、上記ステップ２０８において自車両が非スタ
ック状態になったと判定した場合、次に、自車両がスタック状態にあるか否かを判別する
（ステップ２１０）。その結果、自車両がスタック状態にあると判別した場合は、次に、
自車両のスタック状態が継続する時間を示すカウンタ（以下、スタック状態継続判定時間
カウンタと称す。）のカウント値を前回値からインクリメントする処理を実行する（ステ
ップ２１２）。一方、自車両がスタック状態にないすなわち非スタック状態にあると判別
した場合は、次に、上記のスタック状態継続判定時間カウンタのカウント値をゼロにリセ
ットする処理を実行する（ステップ２１４）。
【００５９】
　ＥＣＵ１２は、上記ステップ２１２の処理を実行した場合及び上記ステップ２１４の処
理を実行した場合、次に、駆動力抑制制御を実行するうえで成立すべき許可条件が成立す
るか否かを判別する（ステップ２１６）。尚、この許可条件は、操作情報に基づいてＯＮ
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／ＯＦＦスイッチがオン操作されていることが検出され、かつ、周辺環境情報に基づいて
検出される自車両周辺の障害物までの距離（検知距離）Ｌが予め定められた所定距離（例
えば、２ｍや５ｍなど）Ｌ０以下であり、更にはそれらの検知結果が安定しているなどの
、予め定められた駆動力抑制制御の実行許可条件である。
【００６０】
　かかる許可条件が成立しない場合は、ＥＣＵ１２からアクチュエータ２０に対して通常
の駆動指令が行われることで、アクセル操作に従って通常どおりの駆動力が発生される。
一方、上記の許可条件が成立する場合は、ＥＣＵ１２からアクチュエータ２０に対して駆
動力を抑制した駆動指令が行われることで、アクセル操作による駆動力が通常時のものよ
りも抑制されて発生される。車両の駆動力が抑制されれば、運転者によるアクセル操作に
対して車両の加速が制限されるので、自車両が自車両から近距離に存在する障害物に衝突
するのを抑制することが可能となる。
【００６１】
　ＥＣＵ１２は、上記の許可条件が成立すると判別した場合は、次に、上記ステップ２０
２でインクリメントされるスタック判定時間カウンタのカウント値が予め定められた所定
時間（例えば、３秒など）以上を示すか否かを判別する（ステップ２１８）。そして、ス
タック判定時間カウンタのカウント値が所定時間以上を示すと判別した場合は、次に、駆
動力抑制制御が実行されている旨すなわちアクセル操作に対して自車両の駆動力が抑制さ
れている旨が表示されるように通知装置２２のディスプレイに対する作動要求をオンする
と共に、自車両がスタック状態にあると判定する（ステップ２２０）。
【００６２】
　この点、本実施例において、上記ステップ２２０における自車両がスタック状態にある
との判定は、かかるステップ２２０の処理が行われてから上記ステップ２０８の処理が行
われるまで継続される。具体的には、アクセル操作が行われていることが検出されかつ自
車速が所定値以下であることが開始されたときから、その後アクセル操作の有無に関係な
く自車速が所定値を超えるときまで、継続される。
【００６３】
　ＥＣＵ１２は、上記ステップ２１８においてスタック判定時間カウンタのカウント値が
所定時間未満を示すと判別した場合、及び、上記ステップ２２０において駆動力抑制制御
の実行中の旨の表示の作動要求をオンしかつ自車両がスタック状態にあると判定した場合
は、次に、スタック状態継続判定時間カウンタのカウント値が予め定められた所定時間（
尚、この所定時間は、上記のスタック判定時間カウンタにおける所定時間とは異なるもの
としてもよく、例えば、３秒や５秒などに設定されている。）以上を示すか否かを判別す
る（ステップ２２２）。
【００６４】
　そして、スタック状態継続判定時間カウンタのカウント値が所定時間以上を示すと判別
した場合は、次に、駆動力抑制制御が実行されている旨の表示に代えて、駆動力抑制制御
により現に実行されている駆動力抑制を運転者操作により解除できる旨及びその解除のた
めにタッチ操作されるポップアップスイッチが表示されるように、通知装置２２のディス
プレイに対する作動要求をオンする（ステップ２２４）。このステップ２２４における作
動要求は、運転者に駆動力抑制を解除できることを知らせつつその解除のためのポップア
ップスイッチをタッチ操作させるためのものである。
【００６５】
　ＥＣＵ１２は、上記ステップ２１６において駆動力抑制制御についての許可条件が成立
しないと判別した場合は、次に、上記した駆動力抑制制御が実行されている旨の表示並び
に駆動力抑制を解除できる旨及びポップアップスイッチの表示がオフされるように、通知
装置２２のディスプレイに対する作動要求をオフする（ステップ２２６）。
【００６６】
　ＥＣＵ１２は、上記ステップ２２２でスタック状態継続判定時間カウンタのカウント値
が所定時間未満を示すと判別した場合、上記ステップ２２４で通知装置２２のディスプレ
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イに対する駆動力抑制制御の実行中の旨の表示をオフして駆動力抑制を解除可能とする表
示をオンとする作動要求をオンした場合、及び、上記ステップ２２６で通知装置２２のデ
ィスプレイに対する駆動力抑制制御の実行中の表示をオンとする作動要求及び駆動力抑制
を解除可能とする表示をオンとする作動要求を共にオフした場合、各ステップ２２２，２
２４，２２６での表示要求を調停処理したうえで（ステップ２２８）、通知装置２２のデ
ィスプレイに対する表示の出力処理を行う。
【００６７】
　上記図４に示すルーチンによれば、自車両から近距離に存在する障害物の検知に起因し
た駆動力抑制制御の実行中、その駆動力抑制制御での駆動力抑制の抑制度合いが比較的高
いときにアクセル操作が行われているにもかかわらず車速が所定値以下（すなわち、ほぼ
ゼロ）に維持される状態が長時間に亘って継続した場合、自車両がスタック状態にあると
判定すると共に、通知装置２２のディスプレイに、障害物検知に起因して駆動力抑制制御
が実行されている旨を表示させることができる。この表示としては、例えば、"スタック
していますが、障害物検知により十分な加速を行えません。"などの注意喚起表示や警告
表示である。
【００６８】
　かかる表示が行われれば、自車両の運転者は、通知装置２２のそのディスプレイ内容を
見ることで、自車両がスタックしていること及び自車両において障害物検知に起因して駆
動力抑制制御が実行されている旨を知ることができる。この点、本実施例によれば、自車
両が駆動力抑制制御の実行中にスタックした場合、自車両の運転者に、自車両が駆動力抑
制制御により抑制された駆動力では駆動力不足によりスタック状態から脱出できない状況
に陥っている可能性があることを認識させることができる。
【００６９】
　また、上記図４に示すルーチンによれば、駆動力抑制の抑制度合いが比較的高い駆動力
抑制制御が実行されかつその駆動力抑制制御の実行中の旨の表示が行われつつ自車両がス
タックする状態が長時間に亘って継続した場合、通知装置２２のディスプレイに、障害物
検知に起因した駆動力抑制制御の実行中の旨の表示に代えて、駆動力抑制を運転者操作に
より解除できる旨を表示させ、かつ、その解除のためのポップアップスイッチをタッチ操
作可能に表示させることができる。
【００７０】
　上記の表示としては、例えば、"スタック状態が長時間継続しました。駆動力抑制制御
の実行を停止できます。"などの注意喚起表示及び警告表示、並びに、"作動継続"及び"停
止"などのタッチ操作可能なポップアップスイッチの表示である。尚、"作動継続"を示す
ポップアップスイッチは、タッチ操作された場合に、駆動力抑制制御の実行を継続させる
一方で、駆動力抑制の解除の旨の表示及びすべてのポップアップスイッチの表示を終了す
るものである。また、"停止"を示すポップアップスイッチは、タッチ操作された場合に、
駆動力抑制制御の実行を解除させ、かつ、駆動力抑制の解除の旨の表示及びすべてのポッ
プアップスイッチの表示を終了するものである。また、"停止"を示すポップアップスイッ
チのタッチ操作による駆動力抑制制御の実行解除は、速度ゼロから一定速度に達するまで
の期間やそのタッチ操作から一定時間が経過するまでの期間などの、一時的なものであっ
てもよい。
【００７１】
　アクセル操作が行われているにもかかわらず車速が略ゼロであるスタック状態が長時間
に亘って継続した場合は、車両がスタック状態から抜け出すことができず、運転者がスタ
ック状態から脱出するためにアクセル操作を継続して行っていると推定することができる
。一方、車両が、駆動力抑制の抑制度合いが比較的高い駆動力抑制制御の実行中にスタッ
ク状態に陥っているときにそのスタック状態から脱出するためには、駆動力抑制制御の実
行を停止して駆動力抑制を解除することが有効である。
【００７２】
　そして、駆動力抑制を運転者操作により解除できる旨の表示及びポップアップスイッチ



(14) JP 6171890 B2 2017.8.2

10

20

30

40

50

の表示が行われれば、自車両の運転者は、通知装置２２のそのディスプレイ内容を見るこ
とで、駆動力抑制制御による駆動力抑制を運転者操作により解除できる旨を知ることがで
きると共に、その解除を行うか否かを選択するポップアップスイッチのタッチ操作を行う
ことができる。このポップアップスイッチにより駆動力抑制の解除を指令するタッチ操作
が行われると、以後、その駆動力抑制制御の実行が停止されてアクセル操作に対する駆動
力の抑制が解除されるので、アクセル操作で通常どおりの大きなトルクを車両に発生させ
ることが可能となる。
【００７３】
　このように、本実施例によれば、車両が駆動力抑制の抑制度合いが比較的高い駆動力抑
制制御の実行中にスタックしていることが長時間に亘って継続した場合、運転者の解除操
作によってその駆動力抑制制御の実行を停止可能にして駆動力抑制を解除可能にすること
ができる。すなわち、運転者が、通知装置２２のディスプレイに表示された解除のための
ポップアップスイッチをタッチ操作することにより、その駆動力抑制制御の実行を停止さ
せることができる。
【００７４】
　従って、本実施例によれば、駆動力抑制制御の実行中に車両のスタック状態が長時間に
亘って継続したときにその駆動力抑制制御をポップアップスイッチへの運転者のタッチ操
作により停止させることができる。この点、駆動力抑制制御により抑制された駆動力では
駆動力不足によりスタック状態を解消させることができないなどの、自車両において駆動
力抑制を実行すべきでない状況で、運転者の意思で確実にその駆動力抑制を解除すること
ができ、運転者のアクセル操作に対して通常どおりのトルクを自車両に発生させてスタッ
ク状態から脱出させ易くすることができる。
【００７５】
　また、本実施例において、駆動力抑制制御の実行中の車両が一旦スタック状態に陥った
後、通知装置２２のディスプレイに駆動力抑制の解除のためのポップアップスイッチをタ
ッチ操作可能に表示するためには、そのスタック状態が所定時間継続することが条件であ
る。上記の如く、車両のスタック状態は、アクセル操作が行われていることが検出されか
つ自車速が所定値以下であることが開始されたときから、その後アクセル操作の有無に関
係なく自車速が所定値を超えるときまで、継続される。この点、本実施例によれば、駆動
力抑制制御の実行中の車両が一旦スタック状態に陥った後、通知装置２２のディスプレイ
に駆動力抑制の解除のためのポップアップスイッチをタッチ操作可能に表示するのに、運
転者がアクセル操作を長時間に亘って継続することは不要であるので、簡便な手法でスタ
ック発生時における駆動力抑制の解除を実現させて自車両のスタック状態からの脱出を実
現させることができる。
【００７６】
　尚、上記の第２実施例においては、自車両から近距離に存在する障害物（具体的には、
自車両からの距離Ｌが所定距離Ｌ０以下である障害物（より詳細には、自車両からの距離
Ｌが所定距離Ｌ１以下である障害物））が特許請求の範囲に記載した「所定障害物」に相
当している。また、ＥＣＵ１２が周辺環境センサ１８を用いて自車両からの距離Ｌが所定
距離Ｌ０以下である障害物（より詳細には、自車両からの距離Ｌが所定距離Ｌ１以下であ
る障害物）を検知することにより特許請求の範囲に記載した「障害物検知手段」が、ＥＣ
Ｕ１２が障害物検知時に運転者によるアクセル操作により自車両に発生させるべき駆動力
を障害物非検知時に比べて抑制することにより特許請求の範囲に記載した「駆動力抑制手
段」が、ＥＣＵ１２がドライバ操作スイッチ／センサ１４を用いてアクセルペダルの操作
有無を検出することにより特許請求の範囲に記載した「アクセル操作有無検出手段」が、
ＥＣＵ１２が車両状態センサ１６を用いて自車両の速度を検出することにより特許請求の
範囲に記載した「自車速検出手段」が、それぞれ実現されている。
【００７７】
　また、ＥＣＵ１２が、図４に示すルーチン中のステップ２２０において自車両がスタッ
ク状態にあると判定したときからステップ２０８において自車両がスタック状態から非ス
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タック状態に切り替わったと判定するときまで継続して自車両がスタック状態にあると判
定することにより特許請求の範囲に記載した「スタック状態判定手段」が、ＥＣＵ１２が
、駆動力抑制制御の実行中に自車両のスタック状態が所定時間に亘って継続した場合に、
通知装置２２のディスプレイに対する駆動力抑制解除のためのポップアップスイッチをタ
ッチ操作可能に表示させる作動要求をオンすることにより特許請求の範囲に記載した「解
除手段」が、それぞれ実現されている。
【００７８】
　また、上記の第２実施例においては、駆動力抑制制御の実行中の旨の表示が行われつつ
自車両がスタックする状態が長時間に亘って継続した場合、運転者の解除操作によりその
駆動力抑制制御の実行を停止可能にして駆動力抑制を解除可能にすることとした。しかし
、本発明はこれに限定されるものではなく、駆動力抑制制御の実行中の旨の表示が行われ
つつ自車両がスタックする状態が長時間に亘って継続した場合、運転者の操作によりその
駆動力抑制制御における駆動力抑制の抑制度合いを障害物までの距離に対する通常の抑制
度合いに比べて低めにすることを可能にするものであってもよい。かかる変形例において
も、駆動力抑制制御による駆動力抑制が通常よりも緩めに制限されるので、自車両をスタ
ック状態から脱出させ易くすることができる。
【００７９】
　また、上記の第２実施例においては、駆動力抑制制御が、自車両から近距離に存在する
障害物までの距離に応じて、アクセル操作により自車両に発生させるべき駆動力を障害物
非検知時に比べて抑制する抑制度合いを異ならせるものとしたうえで、車両が駆動力抑制
の抑制度合いが比較的高い駆動力抑制制御の実行中、その駆動力抑制制御の実行中の旨の
表示が行われつつ自車両がスタックする状態が長時間に亘って継続した場合、運転者の解
除操作によりその駆動力抑制制御の実行を停止可能にして駆動力抑制を解除可能にするこ
ととした。しかし、本発明はこれに限定されるものではなく、駆動力抑制制御が自車両か
ら障害物までの距離に応じて実行／停止されるものとしたうえで、その駆動力抑制制御の
実行中、その駆動力抑制制御の実行中の旨の表示が行われつつ自車両がスタックする状態
が長時間に亘って継続した場合、運転者の解除操作によりその駆動力抑制制御の実行を停
止可能にして駆動力抑制を解除可能にすることとしてもよい。
【００８０】
　ところで、上記の第１及び第２実施例においては、駆動力抑制制御が現に実行されてい
る旨を通知装置２２のディスプレイに表示することにより、その駆動力抑制制御の実行の
旨を運転者に視覚的に知らせることとしている。しかし、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、駆動力抑制制御の実行の旨を運転者に知らせる手法としては、通知装置２２の
ディスプレイによる視覚的なものと共に又はその視覚的なものに代えて、音声出力を行う
スピーカによる聴覚的なものを用いることとしてもよい。
【００８１】
　また、上記の第１及び第２実施例においては、通知装置２２のディスプレイに表示した
ポップアップスイッチをタッチ操作することにより"作動継続"及び"停止"などを決定する
こととしている。しかし、本発明はこれに限定されるものではなく、操作手法としては、
ステアリングに配置されたハードスイッチ（例えば、選択するための十字キーや決定する
ためのエンターキーなどにより実現されるもの）により"作動継続"及び"停止"などの選択
肢にカーソルを合わせて決定する手法を用いることとしてもよい。
【符号の説明】
【００８２】
　１０　車両用支援制御装置
　１２　ＥＣＵ（電子制御ユニット）
　１４　ドライバ操作スイッチ／センサ
　１６　車両状態センサ
　１８　周辺環境センサ
　２０　アクチュエータ
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　２２　通知装置
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